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ア
イ
ヌ
民
族
の
先
住
民
族
と
し
て
の
権
利
に
つ
い
て
審
議
す
る
有
識
者
懇
談
会
に
対
す
る
内
閣
官
房
長
官
の
見

解
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
四
九
三
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

本
年
六
月
六
日
の
衆
参
両
議
院
の
本
会
議
に
お
い
て
、
ア
イ
ヌ
民
族
が
我
が
国
の
先
住
民
族
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
高
い

レ
ベ
ル
で
有
識
者
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
ア
イ
ヌ
政
策
を
さ
ら
に
推
進
し
、
総
合
的
な
施
策
の
確
立
に
取
り

組
む
こ
と
を
政
府
に
求
め
る
国
会
決
議
（
以
下
、
「
国
会
決
議
」
と
い
う
。
）
が
全
会
一
致
で
議
決
さ
れ
た
。
そ
れ
を
受
け

て
、
同
日
に
福
田
康
夫
内
閣
総
理
大
臣
は
首
相
官
邸
で
記
者
団
に
対
し
、
「
今
日
の
決
議
、
昨
年
の
国
連
宣
言
の
意
義
を
よ

く
考
え
て
有
識
者
懇
談
会
で
議
論
し
て
ほ
し
い
」
と
、
平
成
八
年
の
「
ウ
タ
リ
対
策
の
あ
り
方
に
関
す
る
有
識
者
懇
談
会
」

に
続
く
新
た
な
有
識
者
懇
談
会
（
以
下
、
「
有
識
者
懇
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
、
そ
こ
で
徹
底
し
た
議
論
が
な
さ
れ
る
こ

と
を
期
待
す
る
旨
の
コ
メ
ン
ト
を
し
た
。
そ
の
「
有
識
者
懇
」
に
関
し
、
町
村
�
孝
内
閣
官
房
長
官
も
同
日
に
、
「
有
識
者

懇
」
へ
の
ア
イ
ヌ
民
族
の
参
加
に
つ
い
て
は
「
必
要
な
と
き
に
意
見
を
い
た
だ
く
」
と
述
べ
、
ア
イ
ヌ
民
族
を
「
有
識
者

懇
」
の
メ
ン
バ
ー
に
加
え
る
こ
と
に
消
極
的
で
あ
る
と
も
と
れ
る
発
言
を
し
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、
前
回
質

問
主
意
書
に
お
い
て
、
「
有
識
者
懇
」
の
メ
ン
バ
ー
選
定
は
町
村
長
官
の
専
管
事
項
か
と
問
う
た
が
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
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は
何
ら
明
確
な
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
「
有
識
者
懇
」
の
メ
ン
バ
ー
選
定
は
、
町
村
長
官
主
導
の
下
行
わ
れ
て
い
る
の

か
否
か
、
明
確
な
答
弁
を
求
め
る
。

二

「
前
回
答
弁
書
」
で
政
府
は
「
当
該
懇
談
会
を
設
置
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
中
で
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
お
話
を
具
体
的
に
伺

い
つ
つ
、
我
が
国
の
実
情
を
踏
ま
え
な
が
ら
検
討
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
「
有

識
者
懇
」
設
置
の
段
階
で
ア
イ
ヌ
民
族
の
人
々
に
意
見
を
聞
く
こ
と
は
当
然
と
し
て
も
、
「
有
識
者
懇
」
の
メ
ン
バ
ー
に
ア

イ
ヌ
民
族
の
人
を
複
数
名
入
れ
、
「
有
識
者
懇
」
で
の
議
論
の
中
で
ア
イ
ヌ
民
族
の
意
見
を
聞
く
こ
と
こ
そ
が
肝
要
で
あ
る

と
考
え
る
。
平
成
八
年
の
「
ウ
タ
リ
対
策
の
あ
り
方
に
関
す
る
有
識
者
懇
談
会
」
に
は
、
ア
イ
ヌ
民
族
は
メ
ン
バ
ー
と
し
て

参
加
し
て
い
な
か
っ
た
。
今
回
の
「
国
会
決
議
」
を
受
け
、
政
府
は
ア
イ
ヌ
民
族
を
我
が
国
の
先
住
民
族
と
し
て
認
め
る
と

い
う
、
我
が
国
の
歴
史
上
画
期
的
な
決
断
を
下
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
受
け
て
設
置
さ
れ
る
「
有
識
者
懇
」
に
は
、

必
ず
ア
イ
ヌ
民
族
の
代
表
を
メ
ン
バ
ー
と
し
て
加
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
で
真
に
有
益
な
議
論
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


